
議案第４９号 

 

   大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付要綱案 

 

         令和４年７月２１日提出 

 

                     大野市教育委員会  

                     教育長 久保俊岳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 

  大野市立の小学校及び中学校が実施する修学旅行におけるバス借上料に対し補

助金を交付することについて、必要な事項を定めるため  



大野市教育委員会告示第  号  

 

 大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付要綱を次のように定める。 

 

         令和４年８月  日  

 

                     大野市教育委員会  

 

   大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、大野市立学校（以下「学校」という。）が実施した修学旅行

（以下「修学旅行」という。）に係るバスの借上料に対し、大野市立学校修学旅

行バス借上料補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、大野

市補助金等交付規則（昭和５７年規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、修学旅

行に参加する児童又は生徒の保護者とする。  

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、修

学旅行に係る貸切バスの利用に要する経費のうち保護者が負担する額とする。た

だし、１台当たりの補助対象経費の上限は１５０，０００円とする。 

２  前項の貸切バスは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条の規定に

より一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得ている者で、福井県内に営業所を有

するものが所有するバスに限るものとする。  

３  前２項の規定にかかわらず、補助対象経費に係る他の補助金の交付を受けてい

る場合は、補助の対象としない。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費に１０分の３を乗じて得た額以内とする。た

だし、その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの



とする。 

 （委任） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次に掲げる事項について、

当該補助対象者に係る児童又は生徒が在籍する学校の校長に委任するものとする。 

 (1) 当該補助金の交付申請から受領までの権限に関すること。 

 (2) その他補助金の取扱いに関する一切のこと。 

 （交付申請） 

第６条 前条の規定により委任を受けた者（以下「補助金受任者」という。）は、

補助金の交付の申請をしようとするときは、大野市立学校修学旅行バス借上料補

助金交付申請書（様式第１号）に、必要な書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

 （交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、遅滞なく審査し、適当

と認めたときは、補助金の交付を決定し、大野市立学校修学旅行バス借上料補助

金交付決定通知書（様式第３号）により補助金受任者に通知する。 

 （交付請求） 

第８条 補助金受任者は、補助金の交付を受けようとするときは、大野市立学校修

学旅行バス借上料補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （補助金の交付） 

第９条 市長は、適法な請求書を受理したときは、請求を受けた日から起算して３

０日以内に補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し）  

第１０条  市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

 (1) この要綱の規定に違反したとき。  

 (2) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。  

 （補助金の返還） 

第１１条  市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消した場合において、すでに補助金が支払われているときは、期限を定めて、そ



の返還を補助金受任者に命ずるものとする。  

 （関係図書の保存） 

第１２条  補助金受任者は、補助金に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に

関する証拠書類を、補助金の交付を受けた会計年度の翌年度の４月１日から起算

して５年間保管しなければならない。  

 （その他） 

第１３条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。  

   附  則  

 （施行期日） 

１  この要綱は、告示の日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２  この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１０条、

第１１条及び第１２条に規定する事項については、同日後もなおその効力を有す

る。 

  



様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日  

大野市長  様  

                        所在地  

                        学校名  

                        校長氏名         

 

大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付申請書 

 

 下記のとおり大野市立学校修学旅行バス借上料について、補助金を交付されたく

大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付要綱第６条の規定により関係書類を添

えて申請します。 

 

記  

 

１  交付申請額   金     円  

 

２  実施日     年   月   日（   ）～   月   日（   ）  

 

３  行  先  

 

４  利用する一般貸切旅客自動車運送事業者  

   名  称   

   所在地  

 

５  添付書類 

(1) 収支予算書（様式第２号） 

(2) 利用したバスが確認できる書類等 

 (3) その他市長が必要と認める資料  

  



様式第２号（第６条関係） 

 

収支予算書 

 

１  収入の部                         （単位：円） 

項目 予算額 備考  

市補助金    

   

   

計    

 

２  支出の部                         （単位：円） 

項目 予算額 備考  

   

   

   

計    

 

  



様式第３号（第７条関係） 

 

大野市指令 第    号   

                          学校名  

                          校長氏名  

 

大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで交付申請のあった大野市立学校修学旅行バス借上料補助金

について、大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付要綱第７条の規定により次

のとおり交付する。 

 

         年  月  日  

 

                         大野市長      印   

 

記  

 

１  補助金の対象となる経費及びその内容は、 年 月  日付け交付申請書のとお

りとする。 

２  補助金の額は   円とする。 

３  大野市補助金等交付規則第１２条及び大野市立学校修学旅行バス借上料補助金

交付要綱第１０条に該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り

消すことがある。 

４  交付した補助金については、市の監査を受けることがある。  

  



様式第４号（第８条関係） 

 

                                年  月  日  

大野市長 様  

                        所在地  

                        学校名  

                        校長氏名         

 

大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付請求書 

 

 年  月  日付け大野市指令 第  号で交付決定を受けた大野市立学校修学旅行

バス借上料補助金について、大野市立学校修学旅行バス借上料補助金交付要綱第８

条の規定により下記のとおり請求します。  

 

記  

 

１  補助金交付決定額  金         円  

 

２  補助金交付請求額  金         円  

 

３  補助金の振込先 

金融機関の名称  

本・支店名   

口座番号 普  ・ 当   

口座名義人  
フリガナ 

 

 

４  添付書類 

 (1) 貸切バスの運賃・料金の支払額が確認できる領収書等  

 (2) 振込先の通帳の写し（口座番号、口座名義等がわかるもの）  


